
 

地域景観づくり協議会 

右京区 仁和寺門前まちづくり協議会 

～意見交換の概要～ 

 

（１）意見交換の対象となる範囲（地図は裏面） 

京都市右京区宇多野柴橋町・御室芝橋町・御室小松野町の３町の内，御室山門前町内会に属す

る地域。 

 

（２）意見交換の対象となる行為  

① 京都市風致地区条例に基づく許可の申請や通知が必要な行為 

② 京都市屋外広告物等に関する条例に基づく許可の申請や届出が必要な行為 

③ 新たな事業の開始 

④ その他，仁和寺門前に固有の景観，静かな環境，古都の風情に影響を与える行為 

 

 

 

（３）意見交換の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観に関する手続きの際，協議会との意見交換の状況を記した
意見聴取報告書を提出してください。 

景観に関する手続を行ってください。 

  
 

 

（１）の範囲内で（２）の行為を行おうとされる方（建築主や事

業主等）は，協議会（仁和寺門前まちづくり協議会）へ御連絡く

ださい。 

 協議会から，意見交換の方法や必要書類などについてお伝えす

るとともに，仁和寺門前のまちづくりの方針などについて説明し

ます。 

（協議会の連絡先については，景観政策課にお尋ねください。） 

       

 

 

・ 建築主や事業主等の方から，対象行為の計画につ

いて御説明頂きます。 

・ 計画内容が仁和寺門前にふさわしい景観につなが

るものとなるように意見交換を行います。 

意見交換 

対象行為の構想段階 
仁和寺門前のまちづ

くりの方針等をお伝

えします。 

 

対象行為の計画段階 
地域景観づくり計画書を参考

に，仁和寺門前に合った計画を

お願いします。 

 

対象行為の設計段階 
意見交換の内容を踏まえて，よ

り仁和寺門前に合った計画に向

けて，検討をお願いします。 

 

構
想 

計
画 

設
計 

仁和寺門前まちづくり協議会への連絡 

なるべく早く 

（できれば構想段階で）

協議会に連絡ください。 

意見交換は複数回実施

することがあります。 



 

（４）協議会の概要 

仁和寺は，８８８年に宇多天皇が創建し，皇室の手厚い崇拝と保護のもと，御室の地はその門

前町としての発展を遂げてきました。春には名勝御室桜，秋には紅葉の名所として，国内外の多

くの観光客が訪れる観光スポットです。 

良好な景観と豊かな環境を求めて，歴史上の多くの文化人や芸術家が住み，昭和初期には御室

撮影所を中心に，映画の大スターや監督が門前町に集いました。現在も，御室山門前町内会には

当時の大スターの住まいが点在し，豊かな緑地と落ち着いたたたずまいを維持しています。 

  仁和寺門前まちづくり協議会では，こうした，門前町固有の景観と静かな環境，古都の風情を

保全し，後世に継承していくため，以下の目標を掲げ，まちづくりを進めています。 

① 「固有の景観」…世界文化遺産のバッファゾーンに位置する仁和寺門前に固有の景観を後

世に伝えます。 

② 「静かな環境」…長年にわたって維持されてきた閑静で落ち着きのある住宅地としての環

境を守っていきます。 

③ 「古都の風情」建物や街路などの外観だけでなく住まい方・暮らし方・参拝者を迎える厳

かな雰囲気など古都・御室地域の風情を受け継ぎます。 

 

（５）計画書の概要 

地域景観づくり計画書では，仁和寺門前のまちづくりや景観について紹介するとともに，以下

の項目毎に，景観づくりの配慮事項を定めております。 

① 門前町固有の景観を後世に伝えます 

② 門前にふさわしい風情と静けさを守ります 

③ 仁和寺とそのバッファゾーンとしての一体性を継承します 

ぜひ，計画書をお読みいただき，地域の景観に対する想いを感じてください。 

計画書は，景観政策課の窓口で縦覧し，ホームページでも公開しています。 

（http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000201389.html） 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 ： 都市計画局 都市景観部 景観政策課 ℡ 075‐222‐3397 


